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  次に掲げる明細書の記載に当たっては、「平成 23 年版法人税申告書記載の手引」に準じて行っ

てください。 

なお、各明細書の用途及び留意点等は、それぞれ次に掲げるとおりです。 

 

 

別表二 ｢同族会社等の判定に関する明細書」 
 

 

連結親法人が法第 2 条第10号((定義))に規定する同族会社に該当するかどうか及び法第81条の

13((連結特定同族会社の特別税率))の規定の適用がある特定同族会社に該当するかどうかを判定す

るために使用します。 

したがって、連結親法人のみについてこの明細書を作成することとなります。 

 

 

この明細書による判定は、当期末の現況により行います。 

 

 

別表五(一)付表 ｢種類資本金額の計算に関する明細書」 
 

 

二以上の種類の株式を発行している連結法人が令第 8 条第 2 項((資本金等の額))に規定する種

類資本金額を計算するために使用します。 

 

 

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名

を記載するとともに、括弧の中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 

 

 

別表十一(一) ｢個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明

細書」 
 

 

法第81条の 3 第 1 項((個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入))の規定により同項の個

別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第52条第 1 項若しくは第 5 項((個別評価金銭債権に

係る貸倒引当金))の規定の適用を受ける場合に使用します。 

Ⅳ ｢法人税申告書の記載の手引」に準じて記載するもの 

1 用 途 

2 留意点等 

1 用 途 

2 留意点等 

1 用 途 
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この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名

を記載するとともに、括弧の中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 

 

 

別表十一(一の二) ｢一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関す

る明細書」 
 

 

法第81条の 3 第 1 項の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第52条

第 2 項若しくは第 6 項((一括評価金銭債権に係る貸倒引当金))の規定の適用を受ける場合に使用

します。 

 

 

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名

を記載するとともに、括弧の中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 

 

 

別表十一(三) ｢退職給与引当金の益金算入に関する明細書」 
 

 

平成14年 7 月改正法附則第 8 条（第 1 項を除きます。）((退職給与引当金に関する経過措置))

の規定による退職給与引当金勘定の金額の取崩額等の計算を行う場合に使用します。 

 

 

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名

を記載するとともに、括弧の中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 

 

 

別表十六(一) ｢旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に

関する明細書」 
 

 

⑴ 連結法人が減価償却資産について旧定額法又は定額法により償却額を計算する場合に使用し

ます。 

⑵ 措置法による特別償却を行うものについても、この明細書によります。この場合、所定の証

明書等が必要とされます。 

⑶ 減価償却に関する明細書の提出について、この明細書に代えて法第81条の 3 第 1 項の規定に

より同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第63条第 2 項((減価償却に関する明

2 留意点等 

1 用 途 

2 留意点等 

1 用 途 

2 留意点等 

1 用 途 
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細書の添付))の規定による合計表を添付する場合にも、この明細書の書式により記載します。 

( )注  特別償却の対象になった減価償却資産については、措置法第68条の30(( 経営基盤強化計画を実施する指定

中小企業者の機械等の割増償却))及び第68条の31 ((障害者を雇用する場合の機械等の割増償却))の規定の適

用を受けるものを除き、合計表によることはできませんので、御注意ください。 

⑷ 平成18年 4 月 1 日以後に取得等をした資産でその取得価額が30万円未満であるものについて、

措置法第68条の102の 2 ((中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例))の

規定の適用を受ける場合には、別表十六(七)を御使用ください。 

 

 

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名

を記載するとともに、括弧の中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 

なお、 1 ⑶の合計表を添付する場合にあっては、「構造 2 」から「耐用年数 6 」まで、「償却

額計算の対象となる期末現在の帳簿記載金額10」から「積立金の期中取崩額12」まで、「損金に

計上した当期償却額14」、「前期から繰り越した償却超過額15」、「残存価額17」、「差引取得

価額× 5 ％18」、「旧定額法の償却率20」、「定額法の償却率26」、「翌期への繰越額の内訳」

の「45」及び「46」の各欄の記載は必要ありません。 

 

 

別表十六(二) ｢旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に

関する明細書」 
 

 

⑴ 連結法人が減価償却資産について旧定率法又は定率法により償却額を計算する場合に使用し

ます。 

⑵ 別表十六㈠の 1 ⑵から⑷までと同様です。 

 

 

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名

を記載するとともに、括弧の中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 

 

 

別表十六(六) 「繰延資産の償却額の計算に関する明細書」 

 

 
⑴ 均等償却を行う繰延資産の償却額の計算に関する明細書 

法第81条の 3 第 1 項の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第64

条第 1 項第 2 号((繰延資産の償却限度額))の規定により均等償却を行うこととされている繰延

資産について、当期の償却費として損金経理をした金額がある場合に使用します。 

 

2 留意点等 

1 用 途 

2 留意点等 

1 用 途 
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⑵ 一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する明細書 

法第81条の 3 第 1 項の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第64

条第 1 項第 1 号((創立費等の償却))の規定により一時に償却ができることとされている繰延資

産について、当期の償却費として損金経理をした金額がある場合に使用します。 

 

 

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名

を記載するとともに、括弧の中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 

なお、 1 ⑴の場合に繰延資産の償却に関する明細書の提出について、法第81条の 3 第 1 項の規

定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第67条第 2 項((繰延資産の償却に

関する明細書の添付))の規定を受けて、明細書の代わりに同項に規定する合計額を記載した書類

による場合にも、この明細書の書式により記載しますが、その記載に当たっては、「支出した年

月 2 」、「償却期間の月数 4 」及び「当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数 5 」の各欄の

記載は必要ありません。 

 

 

別表十六(七) ｢少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明

細書」 
 

 

措置法第68条の 9 第 6 項に規定する中小連結親法人又はその中小連結親法人による連結完全支

配関係にある連結子法人が措置法第68条の102の 2((中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価

額の損金算入の特例))の規定の適用を受ける場合に使用します。 

 

 

⑴ この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人

名を記載するとともに、括弧の中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 

⑵ この制度の適用がある少額減価償却資産は、中小連結親法人及びその各連結子法人の少額減

価償却資産の取得価額の合計額のうち300万円（当該連結親法人の連結親法人事業年度が 1 年

に満たない場合には、300万円を12で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算

した金額。以下同じです｡）に達するまでの少額減価償却資産となります。したがって、各連結

法人ごとに作成するこの明細書に記載する少額減価償却資産の取得価額の合計額を合計した金

額は、300万円が限度となりますので御注意ください。 

⑶ 資本金の額又は出資金の額が 1 億円以下の連結親法人でその発行済株式又は出資の総数又は

総額の一定割合以上を大規模法人に所有されている連結親法人及びその連結親法人と連結完全

支配関係にある連結子法人については、この制度の適用がありませんので御注意ください（次

表の「中小連結親法人の判定」欄に記載して判定してください。）。 

 

 

 

2 留意点等 

1 用 途 

2 留意点等 



 －93－

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表十六(八) ｢一括償却資産の損金算入に関する明細書」 
 

 

法第81条の 3 第 1 項の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第133

条の 2 ((一括償却資産の損金算入))の規定により損金算入額等の計算を行うときに使用します。 

 

 

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名

を記載するとともに、括弧の中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 

 

 

別表十六(九) ｢特別償却準備金の損金算入に関する明細書」 
 

 

措置法第68条の41((準備金方式による特別償却))の規定の適用を受ける場合に使用します。 

 

 

この明細書は、適用を受ける各連結法人ごとに作成し、「法人名」の欄に連結親法人の法人名

を記載するとともに、括弧の中に適用を受ける連結法人の法人名を記載します。 

なお、この明細書を記載する場合には、その記載に先立って別表十六㈠から別表十六㈤までの

記載をし、特別償却限度額を計算する必要があります。 

1 用 途 

2 留意点等 

1 用 途 

2 留意点等 

中  小  連  結  親  法  人  の  判  定 

発 行 済 株 式 又 は 
出 資 の 総 数 又 は 総 額 

ａ  順
位

大 規 模 法 人 名 
株 式 数 又 は
出 資 金 の 額

常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 ｂ 
人

１  ｇ  

第 １ 順 位 の 株 式 数 
又 は 出 資 金 の 額 ⒢ 

ｃ    ｈ  

保 有 割 合 ｄ 
％

  ｉ  

大規模法人合計の株式数 
又 は 出 資 金 の 額 ⒦ ｅ    ｊ  

数
等
の
保
有
割
合 

大
規
模
法
人
の
株
式 

保 有 割 合 ｆ 
％

 

株

式

数

等

の

明

細 
 

大

規

模

法

人

の

保

有

す

る 計 
⒢＋⒣＋⒤＋⒥ 

ｋ  

この表の各欄は、少額減価償却資産を事業の用に供した日の現況により記載するほか、次によります。

1  「保有割合ｄ」が50％以上となる場合又は「保有割合ｆ」が 3 分の2（66.666…％）以上となる

場合には、この制度の適用はありませんので御注意ください。 

2  「大規模法人の保有する株式数等の明細ｇ～ｋ」の各欄は、その連結親法人の株主等のうち大規

模法人（資本金の額若しくは出資金の額が 1 億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない

法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除

きます。）について、その所有する株式数又は出資金の額の最も多いものから順次記載します。 

 

⒞ 
―
⒜ 

⒠ 
―
⒜ 




